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感染症対策のための指針 
 

1. 目的
本指針は、施設利用者および職員の健康と安全を守るために、感染症の予防・早期発見・拡大防止・対応体制を明確にすることを目的とする。

2. 適用範囲
本施設の全職員（正職員・非常勤・派遣・パート）、入所者・利用者、面会者、ボランティア、業者等すべての入館者に適用する。


3. 定義
感染症：法定感染症および流行性の病原体による疾病を含む。
疑い例：症状（発熱、咳、呼吸困難、下痢、発疹等）があり、確定診断前の状態。
確定例：医師の診断または検査で陽性が確認されたもの。

4. 基本方針
① 手洗い・手指消毒を基本とする。
② 標準予防策（スタンダードプリコーション）を常に実施する。
③ ハイリスク状況では接触・飛沫・空気感染対策を強化する。
④ 早期発見と速やかな医療連携・保健所への報告を行う。
⑤ 職員の教育・訓練を定期的に実施する。
⑥ ワクチン接種を促進する（インフルエンザ等、推奨されるもの）。

5. 役割と責任
施設長：指針の最終責任者。非常時の決定権を持つ。
感染対策責任者（感染対策委員会委員長）：日常の感染対策推進、教育、発生時の指揮、保健所対応。
各フロア責任者(リーダー)：日々の感染対策実施と報告。
全職員：指針に従い行動し、疑い例を速やかに報告する。

6. 日常の予防策(平時)

6-1 手指衛生
① 入館時、利用者接触前後、食事介助前後、排泄介助後、手袋脱着後等に手洗いまたはアルコール消毒を実施。
② アルコール消毒剤を入口・共有スペースに配置。

6-2 個人防護具（PPE）
① 標準時：手袋（必要時）、エプロン（汚染が予想される業務時）。
疑い例：確定例対応時：マスク（サージカル）、アイシールド/ゴーグル、ガウン、防護手袋。必要に応じてN95等高性能マスクを使用。

6-3 マスク着用と飛沫対策
① 流行期や施設内発生時は、職員および来訪者にマスク着用を推奨または義務化。
② 共有スペースでは距離をとり、会話時はマスク着用を徹底。

6-4 環境清掃と消毒
① 共有部（手すり、ドアノブ、テーブル、機器等）は定期的に消毒。
② 使用する消毒剤は製品の使用説明に従う（次亜塩素酸ナトリウム希釈、アルコール等）。
③ 汚染物（嘔吐物等）は専用手順で速やかに処理し、その後消毒。

6-5 換気
日常的に定期換気を実施（可能な限り常時、気温等に応じて頻度増加）。機械換気がある場
は整備点検を行う。


6-6 食事・レクリエーション
① 流行期は食堂での密集を避け、時間差の食事や個食を検討。
② レクリエーションは距離確保、人数制限、換気、消毒を徹底。

6-7 職員の健康管理
① 出勤前の検温・自己チェック（体調不良時は出勤停止）。
② 発熱や呼吸器症状のある職員は医療機関受診・検査の上、指示に従う。
③ 職員間でワクチン接種の情報共有と支援

7. 面会と外出・外来受診対応
① 面会：原則制限または事前予約制・検温・手指消毒・マスク着用。必要時オンライン面会を推奨。
②外出：外出後は一定期間（施設方針で設定）観察と検温を行う。外来受診時は受診記録を残す。

8. 疑い例・発生時の対応フロー（要約）
① 症状の発見 → 当該利用者を速やかに隔離（個室ゾーニング）。職員はPPE着用。
② 医師へ連絡・受診相談し、必要な検査を手配。
③ 保健所へ報告（法定感染症、保健所指示に従う）。
④ 接触者特定（職員・入所者・最近の面会者・業者）→濃厚接触者の判断と処置（検査、待機等）。
⑤ 施設内の追加感染予防（消毒、動線分離、職員のシフト見直し）。
⑥ 状況に応じて面会制限・新規入所制限を実施。
⑦ 終息後、経過報告と反省会を行い、指針の改訂を検討。
⑧ 疑い例発見時の即時措置（チェック）
⑨ その場でマスク装着（利用者と職員）
⑩ 利用者を可能な限り個室に移動（または同一病状者でのコホーティング）
⑪ 直ちに感染対策責任者と報告連絡
⑫ 医療機関・保健所へ相談・指示取得
⑬ 必要なPPEを着用した職員のみ対応

9. 濃厚接触者の扱い（基本）
① 保健所の判断に基づき検査・待機・健康観察を行う。施設内での代替業務配置や休業を検討する。
② 濃厚接触者が多数出る場合は、外部人員（臨時職員等）の確保計画を事前に用意しておく。

10. 廃棄物・リネンの取扱い
① 汚染されたリネンは適切に密封し、通常は家族・業者が引き取る前に消毒処理は行わない（感染症により指示がある場合は保健所の指示に従う）。
② 廃棄物は感染性廃棄物として処理が必要な場合、関連法規と施設手順に従う。

11. 記録と報告
① 発熱者記録、疑い例・確定例の一覧、検査結果、保健所への報告記録、面会・外出記録を保存。
② 定期的に集計し、感染傾向を把握する（週次・月次報告）。

12. 教育と訓練
① 新規採用時の感染対策オリエンテーション。
② 年2回以上の感染対策研修（手洗い実技、PPE着脱訓練含む）。
③ 発生時のシミュレーション（年1回以上）

13. 資材管理
① PPE、消毒薬、体温計、検査キット等の在庫管理と発注計画を作成（最低在庫日数を設定）。
② 代替品の確保先（複数業者）を把握。



14. コミュニケーション
① 家族・利用者への情報提供は都度行う。発生時は状況・対応を速やかに通知（書面・電話・掲示等）。
② 職員にはシフト変更・健康観察の指示を明確に伝える。
　　

（附  則） 
この指針は、令和 3 年 4 月1 日から適用する。
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